
鹿
児
島

二
三

（
一
三
）

三
七
六

（
二
五
〇
）

沖

縄

〇
（
〇
）

〇
（
〇
）

合

計

五
一
六

（
二
一
四
）

八
、
六
一
一

（
四
、
七
一
四
）

別
表
第
二
の
次
に
次
の
五
表
を
加
え
る
。

別
表
第
三

–

¿

®

中
塗
り
土
の
塗
り
方

土
塗
壁
の
塗
り
厚

倍

率

^

両
面
塗
り

七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

一
・
五

_

五
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

一
・
〇

`

片
面
塗
り

一
・
〇

別
表
第
四

–

¿

®

木

材

格
子
の
間
隔

倍
率

見
付
け
幅

厚

さ

^

四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
上

九
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
上

九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
十
六
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
下

〇
・
九

_

九
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
上

十
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
三
十
一

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

〇
・
六

`

一
〇
・
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
以
上

一
〇
・
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
以
上

一
・
〇

別
表
第
五

–

¿

^

第
一
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
壁
の

う
ち
一

第
一
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
若
し
く
は
第
七
号

に
掲
げ
る
壁
若
し
く
は
令
第
四
十
六
条
第
四
項
表

一
^

項
に
掲
げ
る
壁
又
は
_

項
か
ら
c

項
ま
で
に

掲
げ
る
筋
か
い
の
う
ち
一

_

第
一
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
壁
、

令
第
四
十
六
条
第
四
項
表
一
^

項
に
掲
げ
る
壁

（
土
塗
壁
を
除
く
。）又
は
_

項
に
掲
げ
る
壁
の

う
ち
一

第
一
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
壁
の
う
ち
一

`

第
一
第
七
号
に
掲
げ
る
壁

令
第
四
十
六
条
第
四
項
表
一
^

項
に
掲
げ
る
壁
又

は
_

項
か
ら
a

項
ま
で
若
し
く
は
c

項
（
同
表
a

項
に
掲
げ
る
筋
か
い
を
た
す
き
掛
け
に
入
れ
た
軸

組
を
除
く
。）に
掲
げ
る
壁
又
は
筋
か
い
の
う
ち
一

平成˜œ年˜™月 日 火曜日 第š�›Ÿ号官 報

備
考こ

の
表
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
主
た
る
漁

業
根
拠
地
を
有
す
る
船
舶
で
あ
っ
て
、
い
わ
し
、あ
じ
、

さ
ば
、
か
つ
お
又
は
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
を
目
的
と
す
る
中

型
ま
き
網
漁
業
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
の
最
高
限
度
を

定
め
た
も
の
で
あ
る
。

七

厚
さ
二
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
木
材
（
継
手
の
な
い
も
の
に
限
り
、

含
水
率
が
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
落
と
し
込
み
板
」
と
い
う
。）に
相

接
す
る
落
と
し
込
み
板
に
十
分
に
水
平
力
を
伝
達
で
き
る
長
さ
を
有
す
る
小
径
が
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

の
木
材
の
だ
ぼ
（
な
ら
、
け
や
き
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る
樹
種
で
、
節
等
の
耐
力
上
の
欠
点

の
な
い
も
の
に
限
る
。）又
は
直
径
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鋼
材
の
だ
ぼ（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
三
一
一
二
e

一
九
八
七（
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
用
棒
鋼
）
に
規
定
す
る
Ｓ
Ｒ
二
三
五
若
し
く
は
Ｓ
Ｄ
二
九
五
Ａ
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら

と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。）を
六
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
で
三
本
以
上
配
置
し
、

落
と
し
込
み
板
が
互
い
に
接
す
る
部
分
の
幅
を
二
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
て
、
落
と
し
込
み
板
を
柱
に

設
け
た
溝
（
構
造
耐
力
上
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
落
と
し
込
み
板
と
の
間
に
著
し
い
隙
間
が
な
い
も
の
に
限
る
。）

に
入
れ
て
、
は
り
、
け
た
、
土
台
そ
の
他
の
横
架
材
相
互
間
全
面
に
、水
平
に
積
み
上
げ
た
壁
を
設
け
た
軸
組（
柱

相
互
の
間
隔
を
百
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、か
つ
、二
百
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
た
も
の
に
限
る
。）

八

別
表
第
五
–
欄
及
び
¿
欄
に
掲
げ
る
壁
又
は
筋
か
い
を
併
用
し
た
軸
組

九

別
表
第
六
–
欄
、
¿
欄
及
び
®
欄
に
掲
げ
る
壁
又
は
筋
か
い
を
併
用
し
た
軸
組

十

別
表
第
七
–
欄
、
¿
欄
、
®
欄
及
び
ª
欄
に
掲
げ
る
壁
又
は
筋
か
い
を
併
用
し
た
軸
組

第
二
中
第
七
号
を
第
九
号
と
し
、
第
六
号
中
「
第
六
号
」
を
「
第
八
号
」
に
、「
第
八
号
」
を
「
第
十
号
」
に
、「
第
四

号
」
を
「
第
七
号
」
に
改
め
、
同
号
を
第
八
号
と
し
、
第
五
号
を
削
り
、
第
四
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

五

第
一
第
五
号
に
定
め
る
軸
組
に
あ
つ
て
は
、
当
該
軸
組
に
つ
い
て
別
表
第
三
®
欄
に
掲
げ
る
数
値

六

第
一
第
六
号
に
定
め
る
軸
組
に
あ
つ
て
は
、
当
該
軸
組
に
つ
い
て
別
表
第
四
®
欄
に
掲
げ
る
数
値

七

第
一
第
七
号
に
定
め
る
軸
組
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
六

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
五
百
四
十
二
号

印
西
都
市
計
画
事
業
新
住
宅
市
街
地
開
発
事
業
・
船
橋

都
市
計
画
事
業
新
住
宅
市
街
地
開
発
事
業
千
葉
北
部
地
区

新
住
宅
市
街
地
開
発
事
業
に
係
る
次
の
工
区
に
つ
い
て
工

事
が
完
了
し
た
の
で
、
新
住
宅
市
街
地
開
発
法
（
昭
和
三

十
八
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日

国
土
交
通
大
臣

石
原

伸
晃

０
０
７
e

２
７
、
０
０
７
e

２
８
e

２
、
０
１
２
e

３

１
e

２
e

２
、
２
４
０
e

０
１
e

２
、
２
４
０
e

０
１
e

３

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
五
百
四
十
三
号

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
四
十
六
条
第
四
項
表
一
（
八
）
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
昭
和
五
十
六
年
建
設
省
告
示
第
千
百
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日

国
土
交
通
大
臣

石
原

伸
晃

第
一
中
第
九
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
削
り
、
第
四
号
の
次
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。

五

厚
さ
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
木
材
を
用
い
て
九
十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
下
の
間
隔
で
、
柱
と
の
仕
口
に
く
さ
び
を
設
け
た
貫
（
当
該
貫
に
継
手
を
設
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
継
手
を

構
造
耐
力
上
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
柱
の
部
分
に
設
け
た
も
の
に
限
る
。）を
三
本
以
上
設
け
、
幅
二
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
上
の
割
竹
又
は
小
径
一
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
丸
竹
を
用
い
た
間
渡
し
竹
を
柱
及
び
は
り
、

け
た
、
土
台
そ
の
他
の
横
架
材
に
差
し
込
み
、
か
つ
、
当
該
貫
に
く
ぎ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ａ
五
五
〇
八
e

一
九
九
二
（
鉄

丸
く
ぎ
）
に
定
め
る
Ｓ
Ｆ
Ｎ
二
五
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。）で
打
ち
付
け
、
幅
二

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
割
竹
を
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
と
し
た
小
舞
竹
（
柱
及
び
は
り
、け
た
、

土
台
そ
の
他
の
横
架
材
と
の
間
に
著
し
い
隙
間
が
な
い
長
さ
と
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）又
は
こ
れ
と
同

等
以
上
の
耐
力
を
有
す
る
小
舞
竹
（
土
と
一
体
の
壁
を
構
成
す
る
上
で
支
障
の
な
い
も
の
に
限
る
。）を
当
該
間
渡

し
竹
に
シ
ュ
ロ
縄
、
パ
ー
ム
縄
、
わ
ら
縄
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
締
め
付
け
、
荒
壁
土
（
百
リ
ッ
ト
ル

の
荒
木
田
土
、
荒
土
、
京
土
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
粘
性
の
あ
る
砂
質
粘
土
に
対
し
て
〇
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

上
〇
・
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
わ
ら
す
さ
を
混
合
し
た
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る
も
の
に
限

る
。）を
両
面
か
ら
全
面
に
塗
り
、
か
つ
、
中
塗
り
土
（
百
リ
ッ
ト
ル
の
荒
木
田
土
、
荒
土
、
京
土
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
粘
性
の
あ
る
砂
質
粘
土
に
対
し
て
六
十
リ
ッ
ト
ル
以
上
百
五
十
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
砂
及
び
〇
・
四
キ
ロ

グ
ラ
ム
以
上
〇
・
八
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
も
み
す
さ
を
混
合
し
た
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る
も
の

に
限
る
。）を
別
表
第
三
–
欄
に
掲
げ
る
方
法
で
全
面
に
塗
り
、
土
塗
壁
の
塗
り
厚
（
柱
の
外
側
に
あ
る
部
分
の
厚

さ
を
除
く
。）を
同
表
¿
欄
に
掲
げ
る
数
値
と
し
た
土
塗
壁
を
設
け
た
軸
組

六

別
表
第
四
–
欄
に
掲
げ
る
木
材
（
含
水
率
が
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。）を
、
同
表
¿
欄
に
掲
げ

る
間
隔
で
互
い
に
相
欠
き
仕
口
に
よ
り
縦
横
に
組
ん
だ
格
子
壁
（
継
手
の
な
い
も
の
に
限
り
、
大
入
れ
、
短
ほ
ぞ

差
し
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
耐
力
を
有
す
る
接
合
方
法
に
よ
っ
て
柱
及
び
は
り
、
け
た
、
土
台
そ
の
他
の
横

架
材
に
緊
結
し
た
も
の
に
限
る
。）を
設
け
た
軸
組

˜—
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